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（仮称）あかしＳＤＧｓ前期戦略計画 
（明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期）素案 

 
１ （仮称）あかしＳＤＧｓ前期戦略計画 

(1) 計画の位置付け 

 

 

 

・本計画は、推進計画に基づき2030年のあるべき姿「ＳＤＧｓ未来安心都市・

明石」の実現に向けた、まちづくりの戦略を定める中期計画です。 

 ・推進計画に定めるまちづくりにおける環境・社会・経済の三側面の方向性に

基づき、施策展開の柱と対応するＳＤＧｓのゴールを定めるとともに、優先

的に取り組む具体的な施策を定めます。 

・また、まちづくりの推進状況を計るため、基本目標として「ＳＤＧｓ未来安心

都市・明石」に関する数値目標を定めるほか、各施策展開に関する重要業績評

価指標（ＫＰＩ）を定めます。 

・推進計画の方向性に基づき、本計画と各分野の施策展開や具体的な取組を定

める個別計画との整合を図ります。本計画の施策展開の柱ごとに、関連する

個別計画を示します。 

・計画の推進に当たり、毎年度、取組の方針と具体的に実施する事務事業を定

めた実行計画を策定します。 

・ＳＤＧｓを反映した持続可能なまちづくりは、少子高齢化に歯止めをかけ、

人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保すること

を目指す地方創生につながるものです。 

・本計画は、国のまち・ひと・しごと創生法に基づく明石市まち・ひと・しごと

創生総合戦略（第２期）に位置付けます。 

(2) 計画期間 
・推進計画（素案）の９年間の計画期間を前期と後期に分け、今回策定する前期

戦略計画の計画期間を「2022年度～2025年度」の４年間とします。 

・後期戦略計画については、2026年度～2030年度の５年間とします。 

2022 
年度 
(R4) 

2023 
年度 
(R5) 

2024 
年度 
(R6) 

2025 
年度 
(R7) 

2026 
年度 
(R8) 

2027 
年度 
(R9) 

2028 
年度 
(R10) 

2029 
年度 
(R11) 

2030 
年度 
(R12) 

         

資料２ 

         

（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画（計画期間９年） 

(仮称)あかしＳＤＧｓ後期戦略計画 

（計画期間５年） 

（仮称）あかしＳＤＧｓ前期戦略計画 

（計画期間４年） 

実行計画（計画期間１年） 

本市においては、次期総合計画として、国連において採択された、持続可能な開発

目標であるＳＤＧｓを基本とする（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次

長期総合計画）（以下、「推進計画」という。）を策定する予定です。 
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２ (仮称)あかしＳＤＧｓ前期戦略計画における施策展開 

  市の最上位計画である推進計画（素案）で定める目指すまちの姿やまちづくり

の方向性を踏まえ、その実現に向けて優先的に取り組む施策や各分野の主な施策

を定めます。 

(1) 基本構想（あかしＳＤＧｓ推進計画の概要） 

① あるべき姿と数値目標 

推進計画（素案）では、2030年のあるべき姿として、「ＳＤＧｓ未来安心都市・

明石～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～」を掲げ、まち

づくり全体の推進状況を計る数値目標として、2030年度に「住みやすいと思う人

の割合 100％」の達成を目指しています。 

また、将来にわたり活力ある持続可能なまちを実現していくため、人口目標

として、30万人の達成・維持を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

② まちづくりにおける三側面の方向性 

目指すまちの姿の実現に向けては、ＳＤＧｓの１７の目標を包含する、環境・

社会・経済の三側面のまちづくりを総合的にバランスよく取り組むこと、さらに、

相乗効果を生み出せるように取り組むことで、持続可能なまちづくりを推進する

こととしています。 

このまちづくりのおける三側面の方向性として、環境面では「人にも自然にも

地球にもやさしいまち」、社会面では「すべての人が助け合い安心して暮らせる

まち」、経済面では「にぎわいと活力が持続するまち」の実現を目指しています。 

  

～ いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～ 

いつまでも 
まちの好循環により、明る
い未来につながるサスティ
ナブル（持続可能）なまち
づくりに取り組みます。 

みんなで  

市・市民・事業者などが一丸
となってみんなで目標の達
成に向けて取り組みます。 

すべての人に 

年齢・性別・国籍・障害な
どに関わらず、すべての人
が安心を感じられるインク
ルーシブなまちづくりに取
り組みます。 

 やさしいまち  
環境・社会・経済の統合的向
上を目指し、ハード・ソフト
両面から安心して暮らし続
けられるやさしいまちづく
りに取り組みます。 

2030年度の目標 

住みやすいと思う人の割合：100％ 

目標人口：30万人 
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・自然環境の保全と有効活用に取り組むとともに、脱炭素社会や循環型社会の実現

に向け、市民生活や経済活動における環境負荷の低減に取り組み、災害に強く、

自然と調和の取れた持続可能なまちづくりを進めることで、今だけでなく未来の

こども達にも、安全で快適で暮らしを引き継げるまちを目指します。 

 

 

・誰もが住み慣れた地域で、いつまでも心身ともに健康で、自分らしく社会の一員

として生きがいを持って暮らし続けられる、笑顔あふれる共生社会づくりに取り

組みます。さらに、安心してこどもを産み・育てられる環境や質の高い教育を受

けられる環境を整えるほか、すべての人が助け合い安心して暮らし続けられるま

ちを目指します。 

 

 

・今ある地域資源や地域特性に加え、やさしいまちの新たな魅力を生み出すことで、

まちへの愛着や誇りを育むとともに、新たな人を呼び込みます。さらに、まちの

好循環の維持・拡大のもと、デジタル化の進展や新たな産業構造の転換にも対応

した、多様な働き方を実現できる雇用環境づくりや地域経済が発展する取組を推

進することで、まちの活力と交流を生み出し、人、資源、お金が拡大しながら循

環する、持続的に成長するまちを目指します。 

にぎわいと活力が
持続するまち

人にも自然にも地球にも
やさしいまち すべての人が助け合い

安心して暮らせるまち

三側面の統合的な取組

環
境 社

会

経済

総合的
バランス
相乗効果

ＳＤＧｓの理念である
誰一人取り残さない社会
を実現する

安心の暮らしの向上を図るため、
市民やまちの経済的な基盤を安定的に発展させる

安全で快適に暮らせる
環境を守り、
将来に引き継ぐ

環境：人にも 自然にも 地球にも やさしいまち 

社会：すべての人が 助け合い 安心して暮らせるまち 
 

経済：にぎわいと活力が 持続するまち 
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(2) まちづくりの数値目標 

（仮称）あかしＳＤＧｓ前期戦略計画では、計画期間内に達成を目指す、まちづ

くりの数値目標を次のとおり設定します。 

 

2025年度の目標 
 

① 住みやすいと思う人の割合  ９５％ 
   2019年：91.2％ → 2025年：95.0％ → 2030年：100％ 

    ※2030年度の目標を100％として、その中間とします。 

② 総人口  ３０万人 
   2020年：299,765人 → 2025年：300,000人 → 2030年：300,000人 

    ※2030年までの目標を30万人の維持とします。 

      

 

(3) 施策展開の方針 

① 施策展開の５つの柱 

・やさしいまちとは、誰もが安心して暮らし続けられるまちです。 

・現在、新型コロナウイルスの感染拡大により、市民の生命や暮らしに対す

る不安が高まるとともに、社会・経済活動に大きな影響を与えています。一

方で、今後、ＩＣＴ化の一層の推進や環境問題への意識の高まりにより、市

民のライフスタイルや働き方が変容し、社会の変化が大きく加速するもの

と考えられます。社会の変化を持続可能なまちに向けた変革のチャンスと

捉え、コロナ禍への対策を進めるだけでなく、ＳＤＧｓを道しるべとして、

環境・社会・経済の三側面の統合的なまちづくりに向けて取り組みます。 

・ＳＤＧｓの理念を踏まえ、市民一人ひとりに寄り添い、暮らしの安心を一

層高めることで、現在のまちの好循環を維持・拡大させるため、三側面の統

合的なまちづくりにつながる５つの柱を設定し、重点的な施策を展開しま

す。 

・５つの柱に基づく施策展開については、５つの柱がバランスよく、相互に

作用して相乗効果が生まれるように取り組みます。また、各施策の実施に

当たっても、三側面の調和を図り、一方が悪化することがないこと、さら

に、一つの施策で複数の側面に対して効果をもたらすことができるように

取り組みます。 

・さらに、市民をはじめ、各種団体、事業者、教育機関、国、県、他の自治体

など幅広い関係者とのパートナーシップの下で取り組みます。 

 

 

 

 

※国勢調査の結果を踏
まえ、改めて将来人口
推計を行った上で、目
標値を設定します。す。
（2021 年 11 月頃）の
結果を踏まえ、改めて
将来人口推計を行っ
た上で、目標値を設定
します。（2021 年 11
月頃） 
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 【５つの柱】 

１ 
豊かな自然と共生し、 
暮らしの質を高める 

豊かな自然と共生し、自然と調和の取れたまち

づくりを進めることで、より快適で持続可能な

暮らしを実現します。 

２ 
笑顔あふれる共生社会 
をつくる 

誰もが住み慣れた地域で自分らしく、社会の一

員として生きがいを持って暮らし続けられる笑

顔あふれる共生社会づくりを進めます。 

３ こどもの育ちをまちの 
みんなで支える 

将来のまちづくりの担い手であり、まちの未来

であるこどもの育ちを社会全体で支えます。 

４ 
安全・安心を支える 
生活基盤を強化する 

市民の暮らしや経済活動を支える、持続可能で

安全・安心な生活基盤を整えます。 

５ 
まちの魅力を高め、 

活力と交流を生み出す 

まちの宝物を生かし、更に、新たな魅力を生み出

して人を呼び込むとともに、多様な働き方を実

現できる雇用環境づくりや地域経済の循環を推

進し、まちの元気につなげます。 
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② 推進計画・前期戦略計画の体系図 

 

施策展開の５つの柱

ＳＤＧｓ未来安心都市・明石
～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～

100％ 30万人目
標

三側面の統合的なまちづくり

環 境

人にも自然にも地球に
もやさしいまち

社 会
すべての人が
助け合い安心して
暮らせるまち

経 済

にぎわいと活力が
持続するまち

豊かな自然と
共生し、
暮らしの質を
高める

柱①

笑顔あふれる
共生社会（イン
クルーシブ社会）

をつくる

柱②

こどもの育ち
をまちのみん
なで支える

柱③

安全・安心を
支える生活基
盤を強化する

柱④

まちの魅力を
高め、
活力と交流を
生み出す

柱⑤

１

脱
炭
素
社
会
の
実
現

２

循
環
型
社
会
の
実
現

３

自
然
環
境
の
保
全
と
活
用

展開① 持続可能な公共サービス体制の実現
展開② 健全財政の推進
展開③ ＳＤＧｓ推進事業の拡充

効率的・効果的な行政運営

あ
る
べ
き
姿

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性

施
策
展
開
の
柱

１

地
域
産
業
の
振
興

２ ３

ま
ち
の
魅
力
を
生
か
し
た

賑
わ
い
の
創
出

３１

防
災
・感
染
症
対
策
の
強
化

２

日
常
の
安
全
・安
心
の
確
保

誰
も
が
利
用
し
や
す
く
安
全
で

強
靭
な
都
市
基
盤
の
整
備

１ ２ ３

こ
ど
も
の
状
況
に
応
じ
た

適
切
な
支
援

一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
質
の

高
い
教
育
の
推
進

安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る

環
境
の
整
備

１

支
え
合
う
地
域
づ
く
り

２ ３

健
康
・長
寿
の
推
進

自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
づ
く
り

（仮
称
）あ
か
し
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
計
画
【理
念
・方
針
】

（
仮
称
）あ
か
し
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
前
期
戦
略
計
画
【具
体
的
な
施
策
・目
標
】

展
開
の
方
向

主要施策とＫＰＩを設定

主要施策と
ＫＰＩを設定

住みやすいと
思う人の割合 人口

豊
か
な
心
を
育
む

文
化
・芸
術
の
推
進
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３ 施策展開の５つの柱におけるＳＤＧｓの主なゴールと展開の方向 

 施策展開の５つの柱ごとにＳＤＧｓの主なゴール及び具体的な展開の方向を示

しています。 

 

施策展開の柱１  豊かな自然と共生し、暮らしの質を高める 

豊かな自然と共生し、自然と調和の取れたまちづくりを進めることで、より快

適で持続可能な暮らしを実現します。そのため、脱炭素社会や循環型社会の実現

に向けた取組を進めるほか、豊かな自然環境の保全と活用に取り組みます。 

展開の方向１ 脱炭素社会の実現 

展開の方向２ 循環型社会の実現 

展開の方向３ 自然環境の保全と活用 

関連する 
ＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

(1) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 脱炭素社会の実現 

地球規模での課題である地球温暖化を防止するため、本市の気候非常事態宣

言に基づき、2050年までにCO₂排出量と吸収量の均衡をとる「実質ゼロ」を目指

し、市民、事業者、関係団体と連携し、省エネルギーの推進、再生可能エネル

ギーの利用促進に取り組むとともに、気候変動への適応を進め、脱炭素社会の

実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 再生可能エネルギー利用の推進 

（住宅、事業場、公共施設における太陽光発電の導入拡大、潮力発電等の

新エネルギー研究など） 

 脱炭素のくらし・まちづくりの推進 

（LED等省エネ機器の買替促進、住宅建築物のゼロエネルギー化〔ZEH、ZEB〕

の促進、公共交通の利用促進、EV等次世代自動車への転換促進など） 

 気候変動への適応の推進 

（気候変動影響や適応策に関する情報発信、透水性舗装の整備、熱中症対

策の推進など） 
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展開の方向２ 循環型社会の実現 

これまでの３Ｒの取組をより一層推進し、ごみに対する意識を高めることで、

環境負荷の低減に向けた新ごみ処理施設の整備と合わせ、持続可能なごみ処理

体制を構築します。また、地球環境に影響を与えるプラスチックごみの削減、

ごみの発生抑制につながる食品ロスの削減、あらゆる資源のリサイクルなど、

循環型社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向３ 自然環境の保全と活用 

海をはじめ、川や公園など、市民に潤いとやすらぎを与える豊かな自然環境

の保全とともに、そこに暮らす人の生活の質を向上させるため、量だけでなく

質も考慮した、都市施設と自然環境との調和がとれたまちづくりを進めること

で、持続可能で快適な生活環境の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 持続可能なごみ処理体制の確立 

（指定袋制の導入・ごみ処理手数料の適正化（※調整中）、環境負荷の低

減に向けた新ごみ処理施設の整備など） 

 ごみ減量施策の推進 

（マイボトルの利用促進、ウォーターサーバー設置等による使い捨てプラ

スチックの削減、フードドライブの推進や公共冷蔵庫設置による食品ロ

スの削減など） 

 循環型社会の推進 

（プラスチックの分別収集などのあらゆる資源のリサイクル） 

主な施策  

 豊かな海づくりの推進 

（下水処理場での栄養塩管理運転、漁業者等と連携した海洋ごみの回収、

ふるさと納税を活用した資源保護、市民団体・事業者と連携した海岸清掃

やため池のかいぼり、全国豊かな海づくり大会を契機とした啓発・教育な

ど） 

 緑の保全と活用 

（ため池を活用した（仮称）17号池公園の整備、工場緑地率の緩和と市内

緑化への取組（※調整中）など） 

 生物多様性の保全 

（大蔵海岸自然観察ゾーンの活用、明石市レッドリストの周知など） 

 動物愛護の推進（人にも動物にもやさしい授業拡充、明石まちねこプロジ

ェクトの推進など） 

 大久保北部遊休地の利活用（環境と開発の調和に向けた取組） 
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(2) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

ごみの排出量（1人1日当たり） 
959ｇ/人・日 
（2019年度） 

915ｇ/人・日 
（2025年度） 

 

 

(3) 関連する個別計画 

  ・環境基本計画 

  ・地球温暖化対策実行計画 

  ・一般廃棄物処理基本計画 

  ・生物多様性あかし戦略 
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施策展開の柱２  笑顔あふれる共生社会（インクルーシブ社会）をつくる 

誰もが住み慣れた地域で自分らしく、社会の一員として生きがいを持って暮ら

し続けられる笑顔あふれる共生社会づくりを進めます。そのため、支え合う地域

社会づくりのほか、多様性を認め合い、年齢や性別、国籍、障害の有無に関わら

ず自分らしく生きることができる社会づくりや、健康・長寿の推進に取り組みま

す。 

展開の方向１ 支え合う地域づくり 

展開の方向２ 自分らしく生きることができる社会づくり 

展開の方向３ 健康・長寿の推進 

関連する 
ＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

(1) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 支え合う地域づくり 

多様なまちづくりの担い手が主体的に活動し、地域課題の解決に向けた取組

を進めるとともに、あらゆる世代の意欲の向上や生きがいを生み出し、活発な

地域活動につなげられる地域づくりを進めていきます。 

また、誰もが地域で孤立することなく、いつまでも安心して暮らし続けられ

るよう、様々な支援や環境整備を進めていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 小学校区単位の協働のまちづくりの推進 

 中学校コミュニティ・センターの機能強化 

（エリアマネージャーによる地域活動への参画促進、オンライン学習講座の

充実など） 

 みんなの居場所づくりの推進（みんな食堂、地域のつどい場など） 

 地域総合支援センターを拠点とした寄り添い支援の充実 

 セーフティネットの充実 

（犯罪被害者等の支援、更生支援、無戸籍者の支援、優生保護法被害者の支

援、石綿健康被害者の支援など） 
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展開の方向２ 自分らしく生きることができる社会づくり 

年齢や性別、障害の有無、国籍に関わらず、お互いに共感して人格と個性を

尊重し、多様性を認め合い、支え合うことで、誰もが自分らしく社会の一員と

していきいきと活躍できる、笑顔あふれる共生社会づくりに取り組みます。 

また、支援が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよ

う、福祉施設の整備を促進するとともに、福祉人材の量の確保と質の向上を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
展開の方向３ 健康・長寿の推進 

いつまでも心身ともに健康で豊かな暮らしを送ることができるよう、疾病予

防に重点を置いたライフステージに応じた健康意識の啓発や、生活の質の向上

につながる良好な栄養状態を維持する取組を進めます。また、元気な高齢者が

いつまでも社会で活躍できるよう支援を行うとともに、誰もが日頃より適度な

運動に取り組めるようにスポーツを身近に親しむ機会や場の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 認知症の人や家族への支援の充実 

（認知症（オレンジ）サポーターの養成、早期の気づき・支援の取組など） 

 福祉施設の整備と人材育成 

（特別養護老人ホーム・障害者グループホームの整備促進、人材育成への

支援など） 

 インクルーシブ施策の推進（ユニバーサルアドバイザー制度の実施など） 

 ジェンダー平等の推進 

（育休の取得促進など男女共同参画の推進、ＬＧＢＴＱ＋/ＳＯＧＩＥ施

策の充実、生理用品サポート事業（きんもくせいプロジェクト）など） 

 ＤＶのない社会に向けた取組の推進 

（シェルターの提供、生活再建への支援など） 

 ひきこもり相談支援の充実 

（家庭支援の強化、安心できる居場所づくりなど） 

 多文化共生社会に向けた取組の推進 

（生活情報の多言語化や「やさしい日本語」の活用、相談支援など） 

主な施策  

 高齢者の活躍支援 

（介護職等への就労支援、シルバー人材センター・高齢クラブ活動の支援など） 

 健康意識の啓発と地域での健康づくりの推進 

 生涯スポーツの推進 

（ウォーキング・ランニング等のモデルコース設定、大蔵海岸へのビーチスポーツの誘致など） 

 自殺対策の充実 
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(2) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

認知症（オレンジ）サポー
ター養成者数 

13,428人 
（2020年度末現在） 

30,000人 
（2025年度末現在） 

 

 

(3) 関連する個別計画 

  ・生涯学習ビジョン 

  ・地域福祉計画 

  ・高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画 

  ・障害者計画 

  ・障害福祉計画及び障害児福祉計画 

  ・人権施策推進方針 

  ・あかし男女共同参画プラン 

  ・あかし健康プラン２１ 

  ・自殺対策計画 

  ・スポーツ振興計画 
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施策展開の柱３  こどもの育ちをまちのみんなで支える 

将来のまちづくりの担い手であり、まちの未来であるこどもの育ちを社会全体

で支えます。そのため、安心して子育てができる環境の整備のほか、一人ひとり

に応じた質の高い教育の推進や、こどもの状況に応じた適切な支援の充実に取り

組みます。 

展開の方向１ 安心して子育てができる環境の整備 

展開の方向２ 一人ひとりに応じた質の高い教育の推進 

展開の方向３ こどもの状況に応じた適切な支援 

関連する 
ＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

(1) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 安心して子育てができる環境の整備 

出産、子育て、教育につながる切れ目のないきめ細やかな支援を行うととも

に、子育てにかかる経済的な負担を軽減するほか、子育てに対する不安の解消

や仕事との両立を支援し、安心して子育てができる環境を整備します。 

とりわけ待機児童の解消に向けては、保育所等の量の確保のみならず質の向

上を図るとともに、放課後児童クラブの潜在的な需要を見込み、安定的に提供

できる体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 子育てと仕事の両立のための環境整備 

（保育所待機児童の解消、幼稚園３歳児枠の拡充、就学前教育・保育の質

の向上、放課後児童クラブの充実など） 

・子育てにかかる無料化施策等の推進 

（18歳までのこども医療費無料化、中学校給食無料化、第２子以降保育料

無料化、公共施設利用料無料化、おむつ定期便（生後３か月～満１歳ま

で）など） 

 妊娠期からの切れ目のないこども・子育て支援 

（妊娠・出産支援、産後ケアなど） 
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展開の方向２ 一人ひとりに応じた質の高い教育の推進 

明石の未来を担うこどもたちが、新しい時代に応じた教育を身につけるとと

もに、「豊かな心」「健やかな体」を育むことができるよう、一人ひとりに応じ

た質の高い教育を推進することで、持続可能な社会を形成する人材の育成を目

指します。 

また、安全で快適な学習環境の整備を進めるほか、Society5.0時代を生きる

ために必要不可欠な情報リテラシーの基礎を育むＩＣＴを活用した教育を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向３ こどもの状況に応じた適切な支援 

すべてのこどもたちに対して、こどもの目線で一人ひとりに寄り添うことで、

支援を必要とするこどもやその家族に対して、市、地域、関係団体が一体とな

ってサポートし、地域で孤立することなく生活できるよう、社会全体でこども

を育む環境を整備します。また、アウトリーチ型の見守りを進めることで、よ

り一層こどもの健やかな成長を支えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 小中学校における少人数学級の拡充 

 小中一貫教育の推進 

 学校教育におけるＩＣＴ化の推進 

（一人一台の端末・学びと育ち支援システムの活用など） 

 読み解き対話する「ことばの力」の育成 

（プレゼンテーション大会・ビブリオバトルの開催など） 

 学習環境の整備（エレベーター・手すり等の設置、トイレの洋式化など） 

 食育の推進（小中学校給食での明石産品の提供など） 

 国際社会で活躍できる力の育成 

主な施策  

 「こどもの居場所」づくりの推進 

（こどもの居場所の設置、こども食堂の機能強化など） 

 児童虐待防止（里親の推進、適切な一時保護の実施など） 

 こどもの貧困対策（こども養育支援の充実など） 

 こどもの見守り（おむつ定期便、乳児家庭全戸訪問など） 

 こどもの夢応援プロジェクトの推進 

（給付型奨学金、学習・生活サポートなど） 
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(2) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

待機児童数 
（保育所・児童クラブ） 

保育所   149人 

児童クラブ ０人 

（2021年４月） 

保育所   ０人 
児童クラブ ０人 
（2026年４月） 

 

 

(3) 関連する個別計画 

  ・子ども・子育て支援事業計画 

  ・教育大綱 

  ・あかし教育プラン 
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施策展開の柱４  安全・安心を支える生活基盤を強化する 

市民の暮らしや経済活動を支える、持続可能で安全・安心な生活基盤を整えま

す。そのため、防災・感染症対策の強化や、日常の安全・安心の更なる確保のほ

か、誰もが利用しやすく安全で強靭な都市基盤の整備に取り組みます。 

展開の方向１ 防災・感染症対策の強化 

展開の方向２ 日常の安全・安心の確保 

展開の方向３ 誰もが利用しやすく安全で強靭な都市基盤の整備 

関連する 
ＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

(1) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 防災・感染症対策の強化 

今後発生が予想される地震や、頻発する集中豪雨などの自然災害に備えると

ともに、新たな感染症が発生した場合にも、新型コロナウイルス感染症での経

験を活かし、市、市民、事業者などの連携のもと、市民の命と生活を守るため、

速やかに対応できる体制と業務のＩＣＴ化を構築するなど、普段より緊急時に

おける対策強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向２ 日常の安全・安心の確保 

市民の日常生活において、安全・安心な暮らしが営まれるよう、消防・救急

体制の強化や地域の医療体制の充実に取り組むほか、食品の安全や良好な住環

境の確保に努めます。さらに、地域での防犯や交通安全について、関係部署と

の連携を図り、安全・安心に対する意識を高め、地域で支え合う取組を推進し

ます。 

主な施策  

 地域防災力・災害対応力の向上 

（災害時要配慮者への個別支援計画の作成など） 

 ＩＣＴを活用した情報収集、情報発信、給付金・証明等業務の効率化 

 避難所の充実（福祉避難所の拡充、備蓄物資の充実など） 

 新型感染症対策の強化 

（医療体制・検査体制の整備、予防接種体制の構築、市民・事業者への感

染対策の啓発など） 
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展開の方向３ 誰もが利用しやすく安全で強靭な都市基盤の整備 

大都市近郊の良好な住宅都市として、「暮らしやすさ」を重視し、より快適な

「住みやすいまち」となるよう、市域の均衡ある発展を目指すとともに、利便

性の高い幹線道路の整備や交通ネットワークの充実に取り組みます。また、誰

もが安全で安心して生活できるよう、利用しやすく安全で強靭な都市基盤を整

備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な施策  

 消防・救急体制の強化 

（新中崎分署棟の整備、高機能消防指令センターの更新、消防職員体制の充

実（江井島分署の兼務解消など）、消防団活動の充実など） 

 地域医療の充実（在宅医療の推進など） 

 良好な住環境づくり 

（空き家対策、住宅耐震化の推進、住宅密集地対策、市営住宅の長寿命化な

ど） 

 交通安全対策の充実 

（高齢者免許返納の促進、自転車利用環境の整備など） 

 食品の安全性の確保（食品等事業者の自主的な衛生管理の徹底など） 

主な施策  

 市内全域の均衡ある発展を目指した取組 

（明石：市役所新庁舎・明石港東外港地区再開発、西明石：西明石活性化プ

ロジェクト、大久保：ＪＴ跡地開発、魚住：（仮称）17号池公園、二見：公

共施設の機能の集約化・複合化など） 

 ユニバーサルデザインのまちづくり 

（ホームドアの設置、山陽電鉄バリアフリー化の促進など） 

 公共交通ネットワークの維持・充実（たこバスの利便性の向上など） 

 交通安全施設の充実 

（南畑踏切・板額踏切等の踏切の安全対策、通学路を中心とした歩道整備

など） 

 安全で利便性の高い幹線道路の整備 

（江井ヶ島松陰新田線、山手環状線大窪工区など） 

 持続可能な上下水道の構築（安定した水源確保と浄水場の再整備、施設の

長寿命化など） 
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(2) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

交通事故死傷者数 
1,100人 

（2020年） 
800人 

（2025年） 

 

 

(3) 関連する個別計画 

 都市計画マスタープラン 

 総合交通計画 

 みちビジョン 

 緑の基本計画 

 公共下水道事業計画 

 水道事業経営戦略 

 あかし安全のまちづくり計画 

（明石市強靭化地域計画） 

 地域防災計画 

 総合浸水対策計画 

 国民保護計画 

 新型インフルエンザ対策等行動計画 

 交通安全計画 

交通事故ゼロのまち明石を目指して 

 地方独立行政法人明石市立市民病院

中期目標 

 耐震改修促進計画 

 公営住宅等長寿命化計画 

 空家等対策計画 
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施策展開の柱５ 
 
まちの魅力を高め、活力と交流を生み出す 

まちの宝物を生かし、更に、新たな魅力を生み出して、定住・交流人口を増や

すとともに、多様な働き方を実現できる雇用環境づくりや地域経済の循環を推進

し、まちの元気につなげます。そのため、地域産業の振興のほか、文化の薫るま

ちの推進や、まちの魅力を生かした賑わいの創出に取り組みます 

展開の方向１ 地域産業の振興 

展開の方向２ 豊かな心を育む文化・芸術の推進 

展開の方向３ まちの魅力を生かした賑わいの創出 

関連する 
ＳＤＧｓのゴール 

 

 

 

(1) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 地域産業の振興 

産学官等の連携により本市の産業を支える中小企業の基盤強化と円滑な事業

承継を支援するとともに、新たな技術革新による産業構造の転換に対応した起

業・創業しやすい環境の整備やＳＤＧｓにつながる創業を支援します。 

また、若い世代が希望を持って明石で生活できるよう経済的な自立・安定に

つながる就労支援を行うとともに、誰もが自分の能力を十分に発揮できる、働

きやすい雇用環境づくりを推進することで、地域産業の活力につなげます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 中小企業の振興 

（ＳＤＧｓの達成につながる創業支援、事業承継ネットワークによる支援

など） 

 農水産業の振興 

（豊かな海づくり、明石産品ブランド化、地産地消など） 

 商工業の振興 

（商店街等組織化の強化及び推進、工場緑地率の緩和と市内緑化への取組

（※調整中） ※再掲（施策展開の柱１－展開の方向３）など） 

 高齢者、女性や若年層の就労支援 

 卸売市場の再整備の検討 

 大久保北部遊休地の利活用 ※再掲（施策展開の柱１－展開の方向３） 
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展開の方向２ 豊かな心を育む文化・芸術の推進 

様々な知識、教養、文化を高める本のまちづくりを進めるとともに、誰もが

文化・芸術に親しみ、活動できる機会や場の充実を図ることで、市民の自主的

な文化活動を支援し、地域の活力を高めます。 

また、民俗、文化遺産、歴史的景観の保存・活用などを通じ、ふるさと明石

への愛着を育み、市民としての誇り（シビックプライド）の向上につなげま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向３ まちの魅力を生かした賑わいの創出 

明石の「強み」となるタイ・タコなどの豊富な水産物をはじめ、酒造業を含

む食、天文科学館を代表とする時、歴史などの地域特性や本市の特色あるまち

づくりを生かし、明石の魅力を積極的に発信することで、明石の認知度や関心

を高め、交流人口及び関係人口の増加、地域活力の向上につなげていきます。 

また、年齢や障害などに関係なく、誰もが安心して外出し、明石の魅力を十

分に感じることができる環境を整備することにより、より一層、まちの賑いを

創出します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策  

 本のまち明石の推進 

（まちなか図書館、読書バリアフリーの推進、新たな図書館の検討など） 

 時のまち明石の推進（天文科学館を拠点とした情報発信、天文科学館の全

面リニューアルなど） 

 歴史のまち明石の推進 

（文化博物館や文化財収蔵庫を拠点とした歴史・文化の発信など） 

 文化・芸術の推進（活動や交流ができる環境の整備など） 

 個性豊かで美しい都市景観の形成 

主な施策  

 観光協会と連携したまちの魅力（食・海・時・歴史・やさしいまち）の発信 

 ユニバーサルツーリズムの推進 

 海岸線を活用した取組の推進（サイクリングロードの整備・活用など） 

 明石のファンの増加（ふるさと納税の促進など） 
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(2) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

市内総生産 
11,202億円 
（2019年度） 

11,600億円 
（2025年度） 

 

 

(3) 関連する個別計画 

  ・商業振興基本計画 

  ・農業基本計画 

  ・水産業振興計画 

  ・文化芸術創生基本計画 

  ・都市景観形成基本計画 
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５ 計画の推進 

(1) 効率的・効果的な行政運営 

 ・推進計画（素案）では、効率的・効果的な行政運営を行う上での基本姿勢の一つ

として、「持続可能で自立した行政経営」を位置付け、市民に最も身近な基礎自

治体として、人材・財源などの限られた行政資源を自らの判断と責任で、真に必

要性の高い施策に重点的に配分して実施することとしています。 

 ・災害や新型感染症など非常時に備えつつ、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る新たな生活様式への転換にも対応しながら、重点的な施策を着実に推進するた

め、今後の行政経営の展開の方向と主な取組を示します。 

 

 

(2) 展開の方向と主な施策 

展開の方向１ 持続可能な公共サービス体制の実現 

将来にわたり自立したまちづくりを進めるため、Society5.0の実現につなが

る先進技術をまちづくりに積極的に取り入れ、多様化・複雑化する市民ニーズ

や地域課題に対応するとともに、市民サービスの向上や業務の効率化に取り組

むほか、時代の変化に柔軟に対応できる組織や人員体制を構築していきます。 

さらに、幅広い分野で一層の権限と責任を持ち、包括的なまちづくりに取り

組めるよう国や県と調整しながら、更なる権限移譲を求めることで、市民ニー

ズに沿った施策を迅速に展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向２ 健全財政の推進 

時代の大きな流れを捉え、選択と集中により、必要な施策を実施することで

歳出の適正化を図るとともに、まちの好循環を維持・拡大させ、市税収入やふ

るさと納税などの財源確保に努めます。 

また、今後、多くの公共施設が老朽化を迎えることから、中長期的な視点を

もって、長寿命化・統廃合・管理運営の効率化などを計画的に行うことで、施

主な施策  

 自治体ＤＸ推進計画に沿った業務の効率化 

（各種証明書のコンビニ交付、行政手続のオンライン化、行政文書の電子

化、人工知能（ＡＩ）の活用、システムの標準化など） 

 コンパクトで機能的な組織・人員体制の確立 

（電子化、民間委託の推進、市民サービス充実への人員配置など） 

 市役所新庁舎の整備 

 災害時における「明石市事業継続計画」の見直し 

 国・県からの権限移譲等を活用した市民サービスの充実 
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設の安全性を確保するとともに、財政負担を軽減、平準化し、将来世代に負担

を先送りしないよう施設を管理運営していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開の方向３ ＳＤＧｓ推進事業の拡充 

市・市民・事業者など多様な主体がパートナーシップにより、一丸となって、

市民の力を生かした市民主体のまちづくりを進めます。世界共通の目標である

ＳＤＧｓが身近なものであることを理解し、市民自ら行動を起こす土壌を作り、

更なる展開に向けて、事業者や関係団体との取組と連動させ、あるべき姿の実

現に向けて取組を進めます。 

また、近隣自治体とのＳＤＧｓの取組を通じた連携を強化し、圏域として効

果的な取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ＫＰＩ 

指標 現状値 目標値 

あかしＳＤＧｓパートナ
ーズ登録団体数 

39団体 
300団体 

（2025年度） 

 
 

(4) 関連する個別計画 

   ・財政健全化推進計画 

   ・公共施設配置適正化基本計画 

   ・公共施設配置適正化実行計画 

 

主な施策  

 不断の歳出の見直しと適正な歳入確保 

 公共施設配置の適正化（公共施設の長寿命化・統廃合、包括管理など） 

主な施策  

 市民等へのＳＤＧｓの周知・啓発 

 ＳＤＧｓ達成に向けた取組 

 事業者等との連携の推進（ＳＤＧｓ登録認証制度、連携協定、企業版ふる

さと納税など） 

 他の自治体との連携の推進 
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(5) 計画の進行管理 

・計画の推進に当たり、毎年度、取組の方針と具体的に実施する事務事業を定め

た実行計画を策定します。 

・計画の推進状況について、市民や有識者等で構成する「あかしＳＤＧｓ推進審

議会」など市民参画を確保しながら、基本目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ）

等を基に検証を行います。その結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しや施

策・事務事業の改善につなげるなど、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い

ます。 

 

 

DO
施策・事業の

実施

PLAN
実行計画への
反映

施策・事業の
見直し

ACTION

施策・事業の
検証

CHECK

市民
参画

情報
共有

協働

P D

CA

（仮称）あかしＳＤＧｓ前期戦略計画及び個別計画の推進及び見直し 


